
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○現地対策本部用 

 
口蹄疫対応マニュアル

（例） 
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○○現地対策本部用口蹄疫対応マニュアル（例） 

 

口蹄疫の防疫対策は家畜伝染病予防法（昭和26年法律第 166号。以下「法」）、口蹄疫

対策特別措置法（平成22年法律第４４号。以下「特措法」）、口蹄疫防疫指針 （平成16年12

月１日、 農林水産大臣公表）、京都府口蹄疫防疫対策要領 に基づき実施する。 

この○○現地対策本部用口蹄疫対応マニュアル （以下「マニュアル」 という。） は、 府

が口蹄疫防疫対策を円滑に行うため、 ○○広域振興局管内 （○○市、 ○○町及び○○村を

いう。 以下 「管内」という。）で口蹄疫が疑われる事案が発生した場合における初動対応、

現地対策本部の設置及び防疫措置の速やかな実施を目的に定める。 

 

−  初動対応編 −  

第１ 初動対応の内容 

初動対応の内容は、「防疫措置の標準スケジュール」に示すとおり、管内の農場で現地

家畜保健衛生所長（以下「所長」という。）に対して牛、豚等の偶蹄類において口蹄疫が

疑われる異常が発生した旨の報告がなされてからの１∼ ２日間において主に実施すべき措

置とし、その内容は原則として次のとおりとする。 

１ 口蹄疫が疑われる異常家畜発生の報告 

２ 関係機関への情報伝達 

【閉庁日における情報伝達と職員の配備・招集】 

３ 防疫措置の準備 

４ 発生農場及び周辺農場への対応 

５ 現地対策本部の設置準備 

 

「防疫措置の標準スケジュール」 
 

【疑似患畜確定前初動対応】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【疑似患畜確定後の対応】 

 

 

 

 

 

 
異常家 

畜発生 

家保 国 

疑似患畜

確定 

防疫

対応

完了 

関係機関情報伝達 
防疫措置・対策本部設置準備 
発生農場及び周辺農場対処 

対策本部 

防疫措置 
防疫支援(人・物) 
埋却処理 

口蹄疫が疑われる異常家畜のＰＣＲ検査に係る検体送付時から防疫体制を整え、

疑似患畜確定と同時に対策を速やかに実施し、最短時間で対策を実施することに

より、感染拡大を阻止する。 
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第２ 口蹄疫が疑われる異常家畜発生の報告 
 

【現地家保、 企画総務部】 

所長は、管内の農場において口蹄疫が疑われるとき（ＰＣＲ検査に係る検体を送付する必

要があると認めたとき）は、直ちに農林水産部畜産課長及び広域振興局企画総務部長に報告

するとともに、企画総務部長は発生市町村の長に通報する。 

【参考】 検査材料の採取から疑似患畜決定までの時間：１１時間 

移動時間(農家→東京都小平市)： ５時 

検査時間： ６時間 

 

 

第３ 各機関への情報伝達 

【企画総務部、 各部】 

１ 勤務日 

（１）企画総務部長は、第２の報告を受けたときは、 速やかに○○広域振興局長（以下「局長」 

という）及び局内各部に情報を伝達するとともに、「京都府口蹄疫現地対策本部」の設置準

備に取りかかる。 

（２）この段階の情報は確定診断前のものであり、口蹄疫でない場合も想定されることから、風

評被害の発生を防止する観点で、当該情報の取扱いには十分注意する。 

 

２ 閉庁日 

（１） 企画総務部長は、 第２の報告を受けたときは、 速やかに局長及び企画総務部の連絡指令

者（閉庁日等の＠：連絡担当者）を通じて局内各部の連絡指令者に情報伝達する。 

（２） （１）の情報伝達を受けた連絡指令者は、 関係各班の指定登庁職員に登庁を指示する。 

（３） その他、勤務日における対応を準用する。 
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第４ 防疫措置の準備 

１ 口蹄疫現地対策本部設置の準備 

【企画総務部 各部】 

（１） 企画総務部長は、 第２の報告を受けた場合、次の２以降の防疫措置を進めるため、対策本

部準備責任者を企画総務部長とする 「現地対策本部」の準備体制を構築する。 

（２） 準備体制の組織及び事務分掌は、 次頁のとおりとする。 

関
係
各
部
局
長 

◎口蹄疫が疑われる異常畜発生時の連絡体制

異常畜発生 

農場 

情報収集 
病性鑑定 

広域振興局 

家畜保健衛生所

企画総務部長

局内各部 
【企画総務部・健

康福祉部・農林商

工部・建設部】 

局 長 

副局長

中丹家畜保健衛生所
高度病性鑑定課 

畜
産
課 

農
林
水
産
部 

危
機
管
理
監 

二 
 

役 

農林水産省動物衛生課 
(独)動物衛生研究所 

 

危
機
管
理
・
防
災
課 
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(本部員) 
＜事務分掌＞   【現地対策本部の準備体制】 

 

 

 

 

 

 

対策本部準備副責任者： 
農林商工部長 家畜保健衛生所 

家畜保健衛生所長 

家畜防疫班 
・ 発生農場対応 
・ 防疫資材確保 
・ 疫学関連対応 
・ 移動制限対応 
(企画調整室・地域づくり推進室)

健康管理班（保健所） 
・ 防疫作業者健康管理 
・ 食肉処理施設等対応 

緊急消毒対応班 
（普及センター） 

農林商工部 
農林商工部企画調整室長

野生鳥獣担当班 
・ 野生鳥獣対応 
(森づくり推進室) 

健康福祉部 
健康福祉部次長 

建設部 
土木事務所次長 消毒ポイント運営班 

（土木事務所） 

対策本部準備責任者： 
企画総務部長 

企画総務部 
総務室長 

総務調整班 
・ 現地対策本部運営 
・ 要員確保 
・ 資材調達 
・ 連絡調整 
広報班 
・ 取材対応 
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２ 防疫計画（殺・埋却処分）の作成 

 

【家畜防疫班】 

家畜保健衛生所長(以下「家保所長」という。)は、 次の計画を速やかに作成し、 対策本部準

備副責任者を通じ準備責任者に提出する。 

 

（１） 発生農場での家畜処分・搬出計画 

ア 発生農場における家畜の処分の方法 

イ 必要な資機材・人員の数量 （人数） 

ウ 発生農場内での防疫作業用施設 （以下 「防疫支援基地」 という。） の設置 

 

（２） 殺処分家畜の埋却計画 

ア 殺処分後の家畜の搬出 ・ 輸送方法 ・ 輸送経路 

イ 埋却候補地の選定 

ウ 埋却場所周辺住民への説明 ・ 同意の取付方法 

エ 必要な資機材・ 人員の数量 （人数） 

オ 防疫支援基地の設置 

 

（３）殺処分及び埋却処分の終了までの消毒計画 

ア 消毒方法 

イ 必要な資機材及び人員の数量 （人数） 

 

（４） 移動制限区域及び搬出制限区域に係る消毒ポイントの設置・運営計画 

ア 消毒ポイント設置場所の選定及び消毒方法 

イ 周辺住民への説明 ・ 同意の取付方法 

ウ 委託先 （委託できない場合、 必要な資機材及び人員の数量（人数）） 

 

３ 関係機関等との協議 

 

【総務調整班、家畜防疫班、野生鳥獣担当班、緊急消毒対応班、健康管理班、消毒ポイン

ト運営班】 

（１） 家保所長は、 防疫計画を対策本部準備副責任者を通じ準備責任者に提出するとともに、 

農林水産部畜産課長及び発生市町村の長に対し、 計画の内容について協議を行う。 

なお、 協議が整った場合には、 その結果 （当初の防疫計画に変更が生じた場合は、 変

更後の内容を含む。） を速やかに対策本部準備副責任者を通じ準備責任者に報告しなけれ

ばならない。 

（２） 現地対策本部準備体制の各班は、 防疫計画の具体的な内容について、 下表のとおり関係

機関等と速やかに協議を行い、対策本部準備副責任者を通じ準備責任者にその結果を報告

する。 
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協議項目 担当班 協議先 

ア 発生農場での防疫支援 家畜防疫班 

基地の設置方法  

当該農場所有者 

イ 処分家畜の埋却方法及び 家畜防疫班 埋却場所の所有者等 

防疫支援基地の設置方法 総務調整班 埋却地周辺住民 

ウ 消毒ポイントの設置 家畜防疫班 道路管理者等 

 消毒ポイント運営班  

エ 防疫従事者の集合場所 総務調整班 

の設置  

当該施設管理者 

健康管理班 健康福祉部 オ 防疫従事者の健康診断 

  

カ その他必要事項 対策準備責任者が
 

 その都度担当班  

 を決定  

   

 

 

４ 要員の確保 

 

【総務調整班】 

（ １ ） 総務調整班は、 家保所長から防疫計画の提出を受けた後、 速やかに局内各部長に対し、

発生農場の飼養頭数を勘案した割当人数を示した上で、 防疫従事者の人選を進めるよう、依

頼する。 また、対策本部に対し、庁内関係部局、他の広域振興局、発生市町村及び関係団

体 （以下 「関係機関」 という。）への派遣の要請を行う。 

 

（２） 総務調整班は、３の （１） の協議が整い防疫計画が確定した段階で、 割当人数等の最終調

整を行い、名簿を確定させると ともに、 防疫従事予定者に対する説明会を開催しなければな

らない。 

なお、 説明会においては、 「口蹄疫防疫作業時における注意事項」等の説明を行う。 
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５ 資機材の確保 

 

【総務調整班】 

総務調整班は、家畜防疫班から防疫計画が提出されたときは、 次のとおり資機材を確保する。 

（１） 防疫必要資機材の数量をもとに、発生農場の飼養頭数を勘案した数量の資機材を、 関係

業者から調達できるか直ちに確認する。 

 

（２） ３の （１） により協議が整った段階で、必要資機材の数量の最終調整を行い、家畜保健衛

生所に備蓄している防疫着、 手袋、ゴーグル等を指定した場所に搬入する。 また、動衛研に

おいて口蹄疫疑似患畜と確定される前に、 関係業者に発注するとともに、発生農場での家畜

殺処分の開始前までに指定した場所に搬入する。 資機材に不足が生じる場合は、 ただちに

府対策本部に要請し調達する。 

 

 

６ 殺処分・埋却処分のための現地準備 

 

【家畜防疫班・消毒ポイント設営班】 

（１） 家畜防疫班は、発生農場での殺処分・埋却処分の開始までに、発生農場・埋却場所に防疫

支援基地を準備する。 

 

（２） 防疫支援基地を設置する場合は、 併せて防疫従事者の集合場所も決定する。 

 

（３） 事前に協議をしておいた地元の建設業者に重機等の搬入準備をする。 

7



 

 

 

第５ 発生農場及び周辺農場に対する対応 
 
１ 発生農場に対する対応 

 

【家畜防疫班】 

家畜防疫班は、 確定診断前において発生農場に対し次のとおり対応する。 

（１） 家畜の異常に係る原因の調査及び関連農場等の疫学調査、その他防疫計画作成に必要

な資料の提供を求めるとともに、疫学的に必要と思われる農場等の消毒実施及び家畜・人・車

の移動の自粛を要請する。 

 

（２） 家畜防疫班は、 次により発生農場の消毒を行うものとする。 

ア 防疫計画に基づく発生農場での家畜の殺処分の実施前にあっても、 口蹄疫の周辺農

場等へのまん延を防止するため、 発生農場が行う自主的な消毒にあわせ、予防的に農場

の消毒と野生鳥獣等の侵入防止策等を講じる。 

イ アの消毒は、農場出入口での消毒と農場全体の消毒とし、準備が整い次第速やかに実

施する。 

 

 

２ 周辺農場に対する対応 

 

【家畜防疫班・野生鳥獣担当班・緊急消毒対応班】 

各班は、 他の農場への感染を防止するため、 次のとおり対応する。 

（１） 確定診断前において、隣接農場に対し、異常の有無を確認するとともに、予防的な農場消毒

の実施と野生鳥獣等の侵入防止策を講じる等の対策を講じる。 

 

（２） 確定診断後、移動制限区域が定められた段階で、移動制限区域内を出入りする畜産に関係

する車両 （飼料運搬車等）を運行する事業者に対して、運行計画の提出を求めるものとする。 

 

（３） 防疫計画で定められた消毒ポイントを速やかに設置し、 （２）によ り提出された計画に基づき

運行される車両及び一般車両の消毒を実施すること。 
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−  現地対策本部編 −  
 

第６ 現地対策本部の設置 
 
１ 設置 

（１） ○○広域振興局は、 発生農場での家畜が動衛研での同定検査の結果、 口蹄疫疑似患畜

と診断された段階において、現地対策本部を設置する。 

（２） 現地対策本部は○○広域振興局に置くものとし、 ○○室を転用するとともに、 臨時電話等

を開設し対応することを原則とする。 

（３） 現地対策本部は、 ○○を本部長とし、以下副本部長に○○、 現地対策本部員に○○及び

□□を充てる。 

なお、 組織図は、次頁のとおりとする。 

 

２ 現地対策本部の担当業務 

現地対策本部の主な担当業務は次のとおりとする。 

 

○○地域現地対策本部の役割分担 

区分 部室公所 主な役割 

総括 企画総務部総務室 

農林商工部企画調整室 

本部運営 

連絡調整 

会計・経理 企画総務部総務室 資材発注、会計管理 

広報 企画総務部企画振興室 プレス、マスコミ対応 

相談窓口 

予防衛生 保健所 健康相談及び管理 

野生鳥獣対策 農林商工部森づくり推進室 野生鳥獣侵入防止対策 

その他の対策 農林商工部商工労働観光室 

建設部 

農業改良普及センター 

教育局 

警察署 

風評被害対策 

消毒ポイント設置・運営 

緊急消毒、農家相談 

通学路調整・情報提供 

住民等の安全確保のための必

要な措置 

防疫 家畜保健衛生所、農林商工部企画調整

室、地域づくり推進室、農業改良普及セ

ンター 

防疫対策の企画・実施 
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現地対策本部 実 働 組 織

建 設 部

農林商工部

企画総務部

健康福祉部

本部長

副本部長

本 部 員 事務局長

取材調整

野生鳥獣対応

健康診断・管理

企画総務担当

家保所長

保健所

前線基地確保
要 員 確 保
資 材 調 達

防疫作業従事者健康管理

食肉処理施設対応

野生鳥獣担当 普及ｾﾝﾀｰ

緊急消毒

土木事務所 消毒ﾎﾟｲﾝﾄ運営

事務局運営
防疫活動等の調整
市町との連絡調整

所管施設・業者指導
埋却場所等の調整

風評被害対策
野生鳥獣対策
移動制限例外対応

消毒ﾎﾟｲﾝﾄ確保

・運営

家 畜 保 健 衛 生 所

防疫課長 防疫課員 業務課員

発生農場対応
疫学関連農場対応

病性鑑定対応 移動制限関連対応
清浄性確認検査対応

車両確保

地域づくり
推進室

埋却関係

京都府○○地域現地対策本部（概略例）

業務課長

各部公所各部公所
指示指示

 

本 部 実 働 組 織
担当課・関連部署

環境事業課

市保健センター

秘 書 課

総 務 課

市長

本部長

総括副本部長 副本部長

副本部長補佐

助役 助役

収入役・教育長

本部員 事務局長

各 部 長 担当部長

取材調整

住民対応

野生鳥獣対応

緊急消毒対応

情報管理対応

健康診断管理

情報収集情報収集

情報伝達情報伝達

情報伝達情報伝達

情報伝達情報伝達

情報伝達情報伝達

情報伝達情報伝達

担当課長

総務担当課長会議開催
対策本部設置準備

埋却場所等確保調整
各部各部

指示指示

発生地市町対策本部（参考例）
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３ 関係先への情報伝達 

 

【総務調整班】 

本部長は口蹄疫疑似患畜決定後、 直ちに、 関係機関の長に対する情報伝達を行い、 防

疫計画に基づく対応に対する協力を依頼するとともに、 発生市町村の長に対して口蹄疫の発

生が確認されたことを通報し、 市町村対策本部の設置を要請する。 

 

◎ 口 蹄 疫 発 生 後 の 連 絡 体 制

口蹄疫 
発生農場 防疫対応 

現地対策本部

現地対策本部長 

   副本部長 

企画総務部長

各部 

【企画総務部・健康

福祉部・農林商工

部・建設部】 

家畜保健衛生所

関係機関 

発生市町村 

隣接市町村 

関係団体(JA 等)

府地域機関等

広域振興局 

警察署 

府民・報道機関等

府対策本部 

国機関 

広
報 

情報提供 防疫活動への協力

連絡 協議 

情報提供 

協力要請 

情報提供 

協力要請 

教育局 
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第７ 現地対策本部の業務 

現地対策本部は府対策本部が決定した防疫に関する基本的事項を踏まえ業務を実施する。 

 

１ 情報の管理及び提供【広報班】 

総務調整班は、 現地における情報を収集し、 府対策本部に随時、提供する。 

なお、 各班が、府対策本部の関係班へ情報を提供する場合は、総務調整班へも写しを提

供するものとする。 

 広報班は現地対策本部の広報資料を作成し、報道対応を行う。 

２ 家畜防疫対応 【家畜防疫班、 緊急消毒対応班、 消毒ポイント運営班】 

家畜防疫班は病原体のまん延防止のため、次のとおり対応する。 

（１） 移動制限 

発生農場の半径10㎞以内の畜産農家に対して、生きた家畜、死亡した家畜、家畜の精液

等、病原体を広げるおそれのある物品の移動を禁止する。 

（２） 消毒ポイント 

移動制限区域が定められた段階で、 移動制限区域内を出入りする畜産に関係する車両 

（飼料運搬車等） を運行する事業者に対して運行計画の提出を求めるものとする。 
 

（３） 消毒ポイントの設置 

周辺農場への口蹄疫の蔓延を防止するため、 防疫計画で定められた消毒ポイントを速や

かに設置し、 （２） により提出された計画に基づき運行される車両及び一般車両の消毒を実

施する。 

（４） 殺処分・埋却処分の実施 

防疫計画に基づき殺処分・埋却処分を実施する。なお、 総務調整班は、市町村と連携し

て埋却場所の確保を支援する。 

（５） 清浄性確認 

防疫指針に基づき、 移動制限区域内の清浄性確認を行う。 

 

３ 健康対策 【健康管理班】 

健康対策班は、 次のとおり対応する。 

防疫従事者に対して心身の健康管理 

 

４ 野生鳥獣への対応 【野生鳥獣担当班】 

野生鳥獣対策班は、 家畜防疫班と連携し、 本病ウイルスを媒介する可能性のある野生鳥

獣の畜舎への侵入防止のための防鳥獣ネットの設置や畜舎出入り口の侵入防止柵の設置を

講じる。 
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各機関の役割(時系列) 
    段     階           関 係 機 関 の 役 割 

異常家畜の通報、通報内容か

ら緊急立入が必要な段階 

 

 

 

臨床症状、まん延の兆し、疫

学的背景等から口蹄疫を否定

できず病性鑑定のための検査

材料を採材した段階 

 

＜家畜保健衛生所＞ 

・農場立入検査、疫学調査の実施 

・関係機関への情報発信 

＜広域振興局等＞ 

・情報伝達（専任者配置）及び情報管理体制の確保 

・関係機関間調整 

＜発生想定市町村＞ 

・情報伝達（専任者配置）及び情報管理体制の確保 

病性鑑定材料の国（動物衛生

研究所海外病部）へ搬送、病

性決定されるまでの間の当該

家畜の移動を自粛した段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜家畜保健衛生所＞ 

・農場立入制限、病原体散逸防止、緊急消毒の実施 

・疫学関連農場緊急立入検査の実施 

・関係機関への情報発信 

・発生を想定した関係機関招集による連携した体制の構築準備 

 移動制限想定区域の設定 

 移動制限想定区域内の偶蹄類家畜飼養者名簿作成 

 防疫スケジュール作成及び必要動員数算定 

・関係機関からの情報収集 

＜広域振興局等＞ 

・発生を想定した現地体制準備 

・府対策本部及び現地対策本部の連携に係る調整準備 

・現地対策本部による管内関係機関の指示体制準備 

・発生想定農場近隣への前線基地確保準備 

・埋却場所の確保に係る市町間調整準備 

・周辺住民対応に係る市町間調整 

・発生想定農場が幹線道路に隣接する場合の所轄警察署への協力要請 

・発生想定農場に隣接する公共施設（学校、老人ホーム、病院その他）の把握と連絡先

確保 

・報道機関対応及びこれに係る市町間調整 

・移動制限区域の設定及び消毒ポイント設置に係る情報提供及び市町間調整 

・野生鳥獣、偶蹄類ペット等に関する問い合わせ担当配置準備 

・緊急消毒及び防鳥獣対策の実施、地域の消毒ポイント設営等家畜防疫対応への協力 

（人員及び車両確保）準備及びこれに係る市町間調整 

・保健所の所管関連施設（食肉処理施設、愛玩動物取扱業者、動物展示施設等）対応要

員の配置準備 

 

＜発生市町村＞ 

・発生を想定した現地体制準備 

・府対策本部及び現地対策本部との連携に係る調整準備 

・府の現地対策本部による管内関係機関の指示体制準備に係る協力 

・発生想定農場近隣への前線基地確保準備 

・埋却場所の確保 

・周辺住民対応 

・発生想定農場が幹線道路に隣接する場合の所轄警察署への協力要請 

・発生想定農場に隣接する公共施設（学校、老人ホーム、病院その他）の把握と連絡先

確保 

・報道機関対応及びこれに係る広域振興局との調整 

・移動制限区域の設定及び消毒ポイント設置に係る情報提供 

・野生鳥獣、偶蹄類ペット等に関する問い合わせ担当配置準備 

・緊急消毒及び防鳥獣対策の実施、地域の消毒ポイント設営等家畜防疫対応への協力 

（人員及び車両確保）準備 

 

＜発生市町村近接市町村＞ 

・情報伝達（専任者配置）及び情報管理体制の確保 

・発生を想定した現地体制準備 

・府対策本部及び現地対策本部との連携に係る調整準備 

・府の現地対策本部による管内関係機関の指示体制準備に係る協力 

・埋却場所の確保に係る協力 

・移動制限区域の設定及び消毒ポイント設置に係る情報提供 

・野生鳥獣、偶蹄類ペット等に関する問い合わせ担当配置準備 

・緊急消毒及び防鳥獣対策の実施、地域の消毒ポイント設営等家畜防疫対応への協力 

（人員及び車両確保）準備 

 

口蹄疫の発生を前提に初動防

疫措置（病原体散逸防止のた

めのあらゆる措置）の実施す

る段階 

＜家畜保健衛生所＞ 

・農場監視下、農場立入制限、病原体散逸防止、緊急消毒の継続 

・疫学関連農場対応 

・関係機関への情報発信 
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・発生を前提とした府対策本部及び現地対策本部と連携した対応 

 移動制限想定区域の設定の最終調整 

 移動制限想定区域内の偶蹄類家畜飼養者名簿の再確認 

 防疫スケジュールの最終調整 

 必要動員数の最終調整 

・関係機関からの情報収集 

＜広域振興局等＞ 

・現地対策本部の設置及びこれに係る市町間調整 

・報道機関対応及びこれに係る市町間調整 

・移動制限想定区域内及び区域外の偶蹄類家畜飼養農場緊急消毒及び防鳥獣対策の準備 

・地域の通行制限及び車両消毒ポイントの設営 

・野生鳥獣、偶蹄類ペット等に関する問い合わせ窓口設置及びこれに係る市町間調整 

・農場従事者及び家畜防疫従事者への健康診断、健康管理 

・保健所の所管関連施設（食肉処理施設、愛玩動物取扱業者、動物展示施設等）対応要

員の配置及び対応窓口の設置 

 

＜発生市町村＞ 

・市対策本部の設置及び府の現地対策本部との連携 

・報道機関対応及びこれに係る現地対策本部との調整 

・移動制限想定区域内及び区域外の偶蹄類家畜飼養農場緊急消毒及び防鳥獣対策の準備 

・地域の通行制限及び車両消毒ポイントの設営 

・野生鳥獣、偶蹄類ペット等に関する問い合わせ窓口設置 

 

＜発生市町村近接市町町村＞ 

・府の現地対策本部との連携 

・移動制限想定区域内及び区域外の偶蹄類家畜飼養農場緊急消毒及び防鳥獣対策の準備 

・地域の通行制限及び車両消毒ポイントの設営 

・野生鳥獣、偶蹄類ペット等に関する問い合わせ窓口設置 

口蹄疫ＰＣＲ陽性 

疑似患畜決定 

防疫対策を本格開始する段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜家畜保健衛生所＞ 

・発生農場の防疫対応 

・疫学関連農場対応 

・府対策本部及び現地対策本部と連携した対応 

・清浄性確認検査の実施 

＜広域振興局等＞ 

・現地対策本部の運営及びこれに係る市町間調整 

・報道機関対応及びこれに係る市町間調整 

・移動制限想定区域内及び区域外の偶蹄類家畜飼養農場緊急消毒及び防鳥獣対策 

・地域の通行制限及び車両消毒ポイントの設営 

・発生農場の防疫対応及び清浄性確認検査の実施への協力 

・野生鳥獣、偶蹄類ペット等に関する問い合わせ対応及びこれに係る市町間調整 

・農場従事者及び家畜防疫従事者への健康診断、健康管理 

・所管関連施設（食肉処理施設、愛玩動物取扱業者、動物展示施設等）対応 

＜発生市町村＞ 

・市対策本部の運営及び府の現地対策本部との連携 

・報道機関対応及びこれに係る府の現地対策本部との調整 

・移動制限想定区域内及び区域外の偶蹄類家畜飼養農場緊急消毒及び防鳥獣対策 

・地域の通行制限及び車両消毒ポイントの設営 

・発生農場の防疫対応及び清浄性確認検査の実施への協力 

・野生鳥獣、偶蹄類ペット等に関する問い合わせ対応への協力 

＜発生市町村近接市町村＞ 

・府の現地対策本部との連携 

・移動制限想定区域内及び区域外の偶蹄類家畜飼養農場緊急消毒及び防鳥獣対策 

・地域の通行制限及び車両消毒ポイントの設営 

・野生鳥獣、偶蹄類ペット等に関する問い合わせ対応への協力 

 

第８ その他 

報道機関への対応 

府対策本部と地域対策本部が連携して行う。
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災害時連絡指令者
（口蹄疫） （個人情報取扱注意）

○○家畜保健衛生所
① 事務連絡指令者 ② 左記の者が不在の場合 ③ 左記の者が不在の場合 ④ 左記の者が不在の場合

企画総務部長

局長

企画総務部総務室
① 地域連絡指令者 ② 左記の者が不在の場合 ③ 左記の者が不在の場合 ④ 左記の者が不在の場合

室長

健康福祉部企画調整室
① 地域連絡指令者 ② 左記の者が不在の場合 ③ 左記の者が不在の場合 ④ 左記の者が不在の場合

室長

健康福祉部長

農林商工部部企画調整室
① 地域連絡指令者 ② 左記の者が不在の場合 ③ 左記の者が不在の場合 ④ 左記の者が不在の場合

室長

農林商工部長

建設部土木事務所
① 地域連絡指令者 ② 左記の者が不在の場合 ③ 左記の者が不在の場合 ④ 左記の者が不在の場合

次長

建設部長

携帯 携帯 携帯 携帯
電話 電話 電話 電話
氏名 氏名 氏名 氏名
課・職名 課・職名 課・職名 課・職名

携帯 携帯 携帯 携帯
電話 電話 電話 電話
氏名 氏名 氏名 氏名
課・職名 課・職名 課・職名 課・職名

携帯 携帯 携帯 携帯
電話 電話 電話 電話

課・職名
氏名 氏名 氏名 氏名

携帯 携帯 携帯 携帯
電話 電話 電話 電話

課・職名 課・職名
氏名 氏名 氏名 氏名

氏名
電話
携帯

氏名

課・職名
氏名
電話
携帯

氏名
電話
携帯

氏名
電話
携帯

課・職名 課・職名 課・職名

課・職名 課・職名 課・職名

電話
携帯

課・職名 課・職名
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備

（
携

帯
電

話
の

確
保

）

　
　

対
策

本
部

と
の

連
絡

調
整

・
前

線
基

地
確

保
・
運

営

　
　

関
係

機
関

へ
の

情
報

伝
達

・
農

場
内

清
浄

エ
リ

ア
資

材
（
ハ

ー
ド

）
確

保

防
疫

活
動

等
の

調
整

・
車

輌
確

保
（
資

材
搬

入
、

応
援

要
員

輸
送

、
消

却
物

輸
送

）

市
町

村
と

の
連

絡
調

整
・
応

援
要

員
（
家

畜
防

疫
員

等
）
の

対
応

職
員

の
動

員
・
公

共
施

設
対

応
（
農

場
往

来
経

路
設

定
）

府
民

か
ら

の
相

談
対

応
・
防

疫
資

材
の

追
加

調
整

埋
却

地
に

係
る

現
地

調
整

・
職

員
動

員
計

画
の

作
成

（
本

庁
調

整
）

会
計

・
経

理
・
支

出
業

務

資
材

等
の

確
保

・
資

材
等

発
注

地
元

府
議

と
の

情
報

連
絡

　
等

・
発

生
農

場
に

お
け

る
テ

ン
ト

、
簡

易
ト

イ
レ

設
置

、
動

員
者

移
動

車
両

、
昼

食
準

備
　

等

○
○

家
畜

保
健

衛
生

所
防

疫
対

策
の

企
画

・
実

施
・
農

家
巡

回
指

導

府
対

策
本

部
（
畜

産
課

）
へ

の
報

告
・
防

疫
資

材
の

備
蓄

防
疫

情
報

資
料

の
作

成
・
発

生
農

場
で

の
防

疫
指

導

現
地

情
報

収
集

・
移

動
（
搬

出
）
制

限
区

域
の

設
定

防
疫

資
材

の
確

保
・
移

動
（
搬

出
）
制

限
区

域
で

の
清

浄
性

確
認

検
査

移
動

制
限

区
域

、
消

毒
ポ

イ
ン

ト
の

設
定

・
農

場
内

清
浄

エ
リ

ア
の

運
営

農
林

商
工

部
企

画
調

整
室

※
防

疫
対

策
の

実
施

（
家

保
の

指
示

に
よ

る
）

・
家

畜
防

疫
員

の
認

可
・
清

浄
性

確
認

検
査

へ
の

応
援

　
　

　
　

　
　

　
 地

域
づ

く
り

推
進

室
畜

産
農

家
の

相
談

・
車

輌
確

保
（
緊

急
農

家
巡

回
、

清
浄

性
確

認
検

査
）

農
業

改
良

普
及

セ
ン

タ
ー

・
発

生
農

場
で

の
防

疫
業

務
（
畜

舎
等

消
毒

、
殺

処
分

、
搬

出
）

農
林

水
産

部
公

所
・
現

地
相

談
窓

口
の

設
置

・
市

町
村

相
談

窓
口

と
の

連
絡

調
整

・
移

動
制

限
区

域
の

字
設

定
に

係
る

市
と

の
調

整

農
林

商
工

部
森

づ
く
り

推
進

室
野

生
鳥

獣
対

応
・
野

生
鳥

獣
の

分
布

調
査

埋
却

に
係

る
現

地
調

整
・
埋

却
に

係
る

用
地

選
定

調
査

　
等

農
林

商
工

部
地

域
づ

く
り

推
進

室
埋

却
作

業
に

係
る

業
者

調
整

・
埋

却
に

係
る

設
計

管
理

、
業

者
発

注
・
指

導

企
画

総
務

部
企

画
振

興
室

広
報

資
料

の
総

括
、

報
道

対
応

・
広

報
資

料
（
現

地
対

策
本

部
資

料
）
の

作
成

、
報

道
対

応

健
康

福
祉

部
埋

却
地

周
辺

の
水

質
調

査
等

・
埋

却
施

設
等

と
の

調
整

関
係

住
民

・
防

疫
作

業
従

事
者

の
健

康
相

談
、

健
康

管
理

・
発

生
農

場
周

辺
で

の
水

質
調

査
の

実
施

防
疫

活
動

支
援

（
感

染
防

護
対

応
）

・
発

生
農

場
業

務
従

事
者

等
へ

の
防

疫
作

業
着

着
脱

指
導

と
畜

場
の

指
導

・
健

康
相

談
・
問

診
等

食
肉

処
理

場
の

指
導

・
と

畜
場

及
び

食
肉

処
理

場
の

消
毒

シ
ス

テ
ム

の
把

握

・
食

肉
処

理
場

の
指

導

・
農

場
内

清
浄

エ
リ

ア
の

運
営

農
林

商
工

部
商

工
労

働
観

光
室

特
別

経
営

相
談

等
・
食

品
関

連
業

者
へ

の
巡

回
指

導

・
緊

急
融

資
対

策
に

係
る

相
談

（
食

品
関

連
業

者
に

限
る

。
）

建
設

部
※

消
毒

ポ
イ

ン
ト

の
設

定
及

び
消

毒
の

実
施

・
指

導
・
消

毒
ポ

イ
ン

ト
の

設
置

、
機

材
搬

送
、

人
員

体
制

の
確

保

土
木

事
務

所
○

○
教

育
局

教
育

委
員

会
・
学

校
関

係
と

の
連

絡
調

整
・
通

学
路

調
整

・
情

報
の

提
供

○
○

警
察

署
住

民
等

の
安

全
確

保
の

た
め

の
必

要
な

措
置

○
○

市
・
○

○
町

・
○

○
村

疑
い

事
例

発
生

等
の

情
報

受
信

防
疫

作
業

へ
の

協
力

情
報

伝
達

体
制

の
確

保

情
報

管
理

者
、

広
報

担
当

要
員

設
置

必
要

に
応

じ
住

民
相

談
窓

口
確

保

移
動

制
限

予
定

地
の

字
確

認
と

区
域

内
飼

養
者

情
報

の
確

認
埋

却
場

所
の

調
整

と
搬

送
経

路
の

確
認

清
浄

性
確

認
検

査
等

へ
の

協
力

要
員

及
び

車
両

確
保

消
毒

ポ
イ

ン
ト

設
定

に
係

る
情

報
提

供
※

印
は

主
担

当
公

所
と

す
る

。
※

各
業

務
の

対
応

に
つ

い
て

は
、

必
要

に
応

じ
て

担
当

機
関

以
外

の
職

員
の

支
援

を
え

る
も

の
と

す
る

。

　
　

○
○

地
域

現
地

対
策

本
部
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